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今治市新ごみ処理施設整備事業に係る環境影響評価準備書に対する 

意見の概要と都市計画決定権者の見解 

 

今治市新ごみ処理施設整備事業に係る環境影響評価準備書は、平成 25 年 5 月 7 日から 6

月 6 日までの期間、縦覧し、平成 25 年 5 月 7 日から 6 月 20 日まで、環境の保全の見地か

らの意見を受け付けました。 

提出された意見書は 151 通であり、意見書を整理して得られた意見の概要と、意見の概

要に対する都市計画決定権者の見解は、下表に示すとおりです。 

 

表  意見の概要と都市計画決定権者の見解 

 

意見
NO. 

意見の概要 都市計画決定権者の見解 

１．事業計画の目的及び内容に関する意見 

1 今治市は「一般廃棄物処理基本計画」、
「ごみ処理施設整備検討審議会」を開催
してきました。しかし、今治市の人口予
測は今回の準備書でも甘く、廃棄物の減
量政策の議論は十分ではありません。 
簡単にごみを焼却処理することを考え

ず、ごみの徹底的な減量・リサイクルに
取り組むべきであり、何百億円も借金を
してごみ処理施設建設だけを考えるよう
な市政は終わりにすべきです。 

廃棄物の減量、ごみの排出抑制については、
廃棄物行政の中で最も重要であると考えてお
り、市民の皆様の協力をいただきながら、指定
ごみ袋制度の導入、ごみ処理手数料の改訂、資
源ごみの回収の推進、分別収集の徹底、ごみ減
量化の意識を醸成するための環境教育、啓発活
動の推進、ごみ減量・資源化につながる情報提
供の充実、発生・排出抑制に対する助成制度、
事業系ごみの発生・排出抑制施策等を行い、ご
みの減量化や資源化にむけて施策を展開して
います。 
平成 24 年 3 月には、「今治市廃棄物減量等
推進審議会」における調査、検討、審議を経て、
第 2次「一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」を策
定し、将来人口の推計を見直すとともに、新た
な排出抑制目標を揚げ、その目標達成のための
施策に積極的に取り組んでいます。 
このような中、ごみの排出抑制、再使用、再
生利用の推進により、ごみの量を削減した後、
それでもなお処理しなければならないごみに
ついては、適切な処理施設で環境への負荷を極
力抑えながら、安全で効率的かつ経済的な処理
を行うことが必要不可欠です。 
厳しい財政状況を踏まえ、施設の老朽化と環
境負荷、経済的負担の課題を抱える中、本施設
の整備が今治市民の将来の課題や負担をでき
るかぎり少なくする最善の方法であると考え
ています。本施設の整備に当たっては、市民の
健康で衛生的な生活に必要不可欠な施設とし
て、環境と経済性に十分に配慮しながら、将来
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意見
NO. 

意見の概要 都市計画決定権者の見解 

に亘って安全、安心で効率的かつ経済的な施設
を整備し、運営をしてまいりますとともに、今
後とも一層のごみの減量と資源化に取り組ん
でまいります。 
 

2 ごみ焼却は、ダイオキシンや有害重金
属等が排出されるといわれ、やがて様々
な経路で人体に取り込まれていると言わ
れております。ごみ焼却からごみゼロを
目指す市として政策転換を図り、愛媛県
の他市町村をリードする市となってほし
いと思います。 

本施設の整備に当たっては、法令等の基準
値、現今治クリーンセンター及び近隣都市の排
ガス基準値（計画値）を参考に、法令による基
準よりも厳しい自主基準値を設定し、これを遵
守できるよう排ガス処理を行うことから、大気
質への影響を低減しており、人の健康被害を生
じさせることはないと考えます。 
ごみ処理において最も重要なことは、ごみ減
量の推進であると認識しており、それでもなお
処理しなければならないごみについては、安全
かつ効率的に処理をする必要があることから、
焼却等の手法により適切に処理・処分を行いま
す。本事業においては、環境影響評価方法書に
対する愛媛県知事意見を踏まえ、21 世紀のご
み処理施設のモデル（ 今治モデル）の構築を
目指すこととしており、安全、安心な施設であ
ることはもちろん、人と地域と世代をつなぐ新
しいクリーンセンターとして、施設の整備を進
めてまいります。 
 

3 今治市の人口は減少傾向にあり、ごみ
は増えていない。現状で問題が無ければ、
無理に処理施設を新設する必要はない。

準備書p.2-2 に示したとおり、本市のごみ中
間処理施設は、昭和 63 年稼働の現今治クリー
ンセンターをはじめ、ほとんどの施設で老朽化
が進行しており、また、島しょ部の小規模な可
燃ごみ処理施設は、環境負荷の面、経済的な面
において効率的な運営が難しくなってきてい
ます。 
そのため、施設の更新の必要性、環境負荷の
低減、リサイクルの推進、熱エネルギーの効率
的回収及び財政的負担の低減等を総合的に勘
案した結果、現在の４つのごみ処理施設を集約
し、最新の技術を備えた新しいごみ処理施設を
整備することが適切であると判断したもので
す。 
 

4 営利目的のためにリサイクルセンター
やクリーンセンターを建て、近くの民家
や団地の住民の気持ちを考えない、今治
市の行為は、県民として到底許すことが
できない。 

本市では、ごみ袋の有料化や施設へ直接搬入
する際の手数料として、市民の皆様に負担をお
願いしていますが、徴収した手数料は、ごみ処
理の経費に充てています。 
ごみの排出抑制、再使用、再生利用の推進に
より、ごみの量を削減した後、それでもなお処
理しなければならないごみについては、適切な
処理施設で環境への負荷を極力抑えながら、安
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意見
NO. 

意見の概要 都市計画決定権者の見解 

全で効率的かつ経済的な処理を行うことが求
められています。本市においても、健康で衛生
的な市民生活の保持と増進を目的として必要
な施設整備を行うものであり、環境の保全と経
済性に十分に配慮しながら、将来に向かって最
も適切な新施設を整備し、運営をしてまいりま
す。決して、営利目的でごみ処理を行っている
ものではございません。 
地元部落におかれては、これまでの経緯もお
くみ取りいただく中、市民のため必要不可欠な
施設として大変重いご決断をいただき新施設
の立地にご同意をいただきました。施設の整
備・運営に際しましては、これまでの経緯等も
十分に認識した上で、今後とも地域住民のお気
持ちを肝に銘じながら、安全安心で、住民の皆
様に歓迎されるような施設の整備を目指して、
最大限の努力をしてまいります。 
 

5 今治市は一施設での処理体制を構築す
ることが決定している、とあるが、合併
で広くなったのにそれは無理ではないの
か。理由を説明して頂きたい。また島し
ょ部の小規模施設が効果的な運営が難し
くなってきているとあるがなぜか。市民
への十分な説明を求めたい。 

新ごみ処理施設の処理の対象となる区域は、
島しょ部を含む全市域となります。島しょ部か
らの搬送については、しまなみ海道の利用と、
効率的な収集・運搬体制を構築することによ
り、市民へのサービス水準を落とすことなく、
適切に対応してまいります。 
島しょ部の施設については、稼働開始後 20
年以上経過した施設があり、老朽化が進んでい
ること、ＲＤＦ施設については、他の施設と比
してその運転に経費がかかっていること、焼却
施設については、ダイオキシン類対策等環境負
荷の軽減のためには、1日の間に焼却炉の立ち
上げ・立ち下げを繰り返すバッチ式の運転方式
を避けるべきであること、島しょ部のごみも本
施設に集めることで、熱エネルギーのより効率
的な回収が図れること、財政的負担の低減を図
れることなどを総合的に勘案した結果、島しょ
部の施設を集約することが適切であると判断
しております。 
 

6 今治市は、伯方島にＲＤＦ施設を持っ
ていることで、多額の出費を余儀なくさ
れていることを、市民に周知するべきで
あり、そもそも廃棄物行政を間違えば、
自治体の財政が圧迫されることは全国に
も例が多くあり、今治市が同じ轍を踏む
可能性があることを認識するべきであ
る。 

7 計画は、隣接した愛供自治会の同意を
得ずにすすめられた経緯があります。地
域住民の了解なく、進めるべきものでは
ありません。 

今治市の焼却施設は、昭和 30 年代の初代清
掃工場時代から、地元町谷部落の皆様と協議を
行い、ご理解・ご協力をいただくことによって、
これまで当地域で整備・運営されてきました。
これまでの経緯や市と地元部落との関係等
を踏まえ、新ごみ処理施設の件につきまして
も、対象事業実施区域が存する地元町谷部落に
ご協力をお願いし、17 万市民のためやむを得
ず同意する旨の返事をいただきました。 
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意見の概要 都市計画決定権者の見解 

愛供自治会については、町谷部落の協議と並
行して、初期の段階から、自治会長さんと協議
をし、説明の機会を持たせていただきました。
しかしながら、最初の説明会は中止とされ、2
度目の説明会では、会場外の抗議行動により、
１名の方しかご出席いただけず、ようやく平成
22年 12月に 3度目の説明会を設定させていた
だき、その後も、ご質問やご要望に対し、説明
や対応をさせていただいているところです。
今後とも、事業の計画や進捗状況について
は、市の広報やホームページを活用するなどし
て、近隣住民や市民の皆様に広くお知らせして
いきたいと考えています。 
 

8 先に候補であった地区での計画が中止
され、当該地区に決定された経緯を明ら
かにし、当該地区が建設予定地として最
適であることを市民に納得してもらうべ
きである。 

新ごみ処理施設の候補地選定に当たっては、
「今治市ごみ処理施設建設候補地等検討委員
会」において、市域全体から公平かつ客観的に
検討を行い、6 箇所の候補地を選定し、平成
19 年 8 月に提言がなされました。この検討委
員会の検討段階では、各候補地の地質調査など
の現地調査は困難であり、検討委員会では、必
要な評価項目を設定し、地図情報等を基本に適
切に評価検討が行われました。市はこの提言を
受け、大西町宮脇部落と交渉を行うこととしま
したが、2年 8 か月の交渉の末、同地区での立
地については整備の可能性が見込めず、平成
22 年 4 月に市民のごみ処理の責任を持つ行政
として、同地区での整備を断念するという判断
をいたしました。 
その後、市は、提言のあった 5つの候補地か
ら新施設の候補地を選定することとし、この市
による選定においては、平成 19 年以降の周辺
状況の変化や目標期限までの実現可能性等を
考慮し、総合的に検討した結果、対象事業実施
区域が最適であると判断しました。 
 

9 当初、当計画は大西町に設置される予
定であったが、住民の反対にあい、町谷
が予定地となった。検討委員会の審議時
には、埋設廃棄物問題は議論されず、今
治市からの資料も配布されず、委員にも
市民にも知らされなかった。審議をやり
直すべきである。 

10 市内には造成したが売れない工業団地
など安価で手に入り近くに民家や公共施
設のない土地がたくさんあるといわれて
いる。土地選定そのものを見直すべきで
ある。 

11 町谷地区ではすでに 50 年以上焼却施
設が稼働しています。なぜ全国的にも例
のない、80 年にもわたって焼却施設を同
じ場所で稼働させ続けるのでしょうか。
これから造る施設がどんなに安全に配慮
された施設であるとしても、長期にわた
る人体や環境への影響は、専門家からも
指摘されています。どうして今治市は、
この場所だけに焼却施設を押し付け続け
るのですか。 

現今治クリーンセンターは、昭和 63 年から
稼働を続けており、施設の老朽化が進行してお
ります。そのため、施設の更新の必要性、環境
負荷の低減、リサイクルの推進、熱エネルギー
の効率的回収及び財政負担の低減等を総合的
に勘案した結果、最新の技術を備えた新しいご
み焼却場を整備することとし、より良い社会の
形成を目指し、今回の都市計画変更の手続き及
び環境影響評価の手続きを行っているもので
す。 
現在、これらの手続きを進めているごみ処理
施設は、私たちが安全で快適な生活を営む上で
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必要不可欠な施設であり、その建設候補地の選
定に際しては、市内全域から公平かつ客観的な
検討を行い、周辺道路の状況や目標期限までの
実現可能性などを総合的に検討した結果、今回
の建設計画地が最適であると判断したもので
す。 
そのため、同じ町谷地区内で引き続きごみ焼
却場が立地することとなりますが、地元町谷部
落におかれては、これまでの経緯等もおくみ取
りいただく中、市民のため必要不可欠な施設と
して大変重いご決断をいただき、新施設の受入
れについてご同意をいただきました。 
なお、他の自治体においても、東京や大阪は
もとより、隣接市である松山市の市坪ごみ焼却
場、西条市の道前クリーンセンターは、昭和 40 
年代の都市計画決定以来、同地において建替え
を行い、現在も運営されており、今治市が特殊
な計画を推し進めようとしているものではあ
りません。 
施設からの排ガス等による健康影響につい
ては、人の健康を保護する上で望ましい基準と
して環境基準があり、その環境基準を達成でき
るよう、大気汚染防止法等で排出規制が課され
ています。現今治クリーンセンターにおいて
は、国の大気汚染防止法等の規制基準と同等も
しくはより厳しい基準値を設けて運転管理を
行っているところであり、新ごみ処理施設は、
さらに厳しい基準値を設ける計画としており、
人の健康への影響はないと考えます。 
施設の整備・運営に際しましては、これまで
の経緯等を十分に認識した上で、今後とも地域
住民の皆様のお気持ちを肝に銘じながら、安全
安心で、住民の皆様に歓迎されるような施設の
整備を目指して、最大限の努力をしてまいりま
す。 
 

12 新ごみ処理施設の建設にあたって、埋
設廃棄物を除去し、地盤改良の必要があ
り、土地の購入費用に加え、14 億円を超
える埋設廃棄物撤去のための費用が必要
となる。そのような土地を事業予定地と
して購入するべきでない。 

現在、都市計画及び環境影響評価の手続きを
進めているごみ処理施設は、私たちが安全で快
適な生活を営む上で必要不可欠な施設であり、
その建設候補地の選定に際しては、市内全域か
ら公平かつ客観的な検討を行い、周辺道路の状
況や目標期限までの実現可能性などを総合的
に勘案して、今回の建設計画地が最適であると
判断したものです。 
対象事業実施区域内における埋設廃棄物対
策及び地盤改良については、新施設の整備に際
しての造成工事として行うことを計画してい
ます。これらの工事については、新施設を適切
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に整備、運営するために必要な工事であり、新
施設の目的と機能を考慮する中、その対策方法
については、必要性と効果、経済性に十分に配
慮しながら、慎重に検討を行った結果、事業区
域内の埋設廃棄物については掘削除去により
対応することとしました。 
 

13 新ごみ処理施設の処理能力はたびたび
見直されてきました。今後も少子化等に
よる人口減少が見込まれます。現在想定
されている 1日当たりの処理能力 174 ト
ンの施設は，すぐに過大な能力になるの
ではないでしょうか。新ごみ処理施設が
できて 3、4 年後には、燃やすごみが不足
して、ごみを探さなければならなくなっ
てしまいます。こんな計画はすぐに撤回
すべきです。 

本施設の処理能力については、人口減少の傾
向を踏まえ将来人口の推計を行い、さらにごみ
の減量及び資源化を積極的に行うことを前提
として予測した平成 30 年度におけるごみ排出
量を基に算出しています。 
稼働後、人口減少やごみ減量の一層の推進に
より処理対象となるごみ量が減少することも
想定されますが、処理施設は、ごみの減量等を
積極的に行った後に処理をしなければならな
いごみを処理するものであり、将来的に対象と
なるごみ量が減少した場合、運転管理等におけ
る対応により、ごみ量に応じた効率的かつ経済
的な運営を行ってまいります。 
 

14 公設民営方式を採用するとしている
が、市民にはその具体的な内容が一切説
明されていない。営利を目的とする民間
企業に運営を任せるべきではない。その
リスクについて説明をするべきである。

公設民営方式の場合も、施設の建設の主体は
市であり、特定事業者を公募する入札公告に際
して公表される要求水準書において、求められ
る施設の能力や仕様、公害防止基準等を遵守す
ることにより、施設の信頼性は確保されます。
施設の運営に関しては、特定事業者の有する
他の事業等で培ったノウハウを活かすことが
でき、公設公営の場合に提供している行政サー
ビスの水準を落とさずに、より安価に同等以上
のサービスを提供できます。 
特定事業者による運営については、本事業の
ためだけの特別目的会社（SPC）を設立させ、
常に本市が施設の管理状況や財務状況を監視
し、適切かつ効率的な運営を確保します。 
また、地域住民の皆様の対応については事業
者と協力しながら、本市が責任をもって行いま
す。 
 

15 新焼却施設について「耐震性の向上を
図る」、「地域防災の拠点」とするとの
ことであるが、埋設廃棄物を撤去し、地
盤改良した人工地盤上では地盤沈下や
「ゆれ」の際の液状化現象は考えられな
いのか。具体的に示すべきである。 
 

本事業の造成工事にあたっては、埋設廃棄物
対策等工事を踏まえつつ、地盤沈下や液状化等
の軟弱地盤に対して、地盤改良、液状化対策等
の必要性と対策を検討し、確実に実施します。
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意見の概要 都市計画決定権者の見解 

16 地域住民を守り、憩いと交流の場を提
供する、とあるが、当該施設周辺への市
民の足は明らかに遠去かっている。遠足
や花見に行く、という声を聞かなくなっ
た。この理由についてどう考えるのか。

鹿ノ子池公園は自由に出入りできる施設で
あるため、利用者数の集計は行っていません
が、付属するプールやテニスコートの利用者数
はほぼ横ばいであり、また、緑の相談所や歴史
民俗資料館では、例年と同数の講習会や体験学
習会等を開催しており、本市として利用者数が
極端に減っているとの認識はありません。 
本施設の整備に合わせて、鹿ノ子池公園を含
む周辺の整備を進めていく計画であり、憩いと
交流の場を提供することを通じて、その利用価
値を高めてまいります。 
 

17 ごみ処理施設の広域化と大型化が、ダ
イオキシン対策のための高温炉、新設へ
の誘導に結びついている。しかし、この
「新たに導入された処理施設」も事故を
起こしており、住民に不安を与えてい
る。 
 

本施設の焼却方式は、実績のあるストーカ炉
を採用することとしており、安全で安心な施設
の整備、運営を行ってまいります。 
 

18 焼却灰の資源化方法として、「セメン
ト原料化を基本として行う。」としてい
るが、需要はあるのですか。焼却灰を原
料とする「エコセメント」は、不純物が
多いなどの理由から売れず、過大な設備
にしてみても、結局は最終処分場に廃棄
する事例が多いというが、このセメント
の需要調査はしたのか。 

焼却灰の資源化に伴う受入先については、
西日本において複数の事業者があり、その能
力については、現時点においては受入余力が
あることは確認しています。また、受入施設
の拡充を計画している事業者があるなど、業
界全体において焼却灰の受入れに対する姿勢
に一定の方向性はあると考えています。 
現今治クリーンセンターにおいても、既に
焼却灰の一部をセメント会社に処理を委託し
ており、今後とも、セメント会社への委託処
理により資源化の拡大を進めてまいります。
なお、本市での焼却灰の資源化は、普通ポル
トランドセメントの資材の一部として焼却灰
を使用するものであり、焼却灰を主原料として
セメントを製造するエコセメントとは異なる
ものです。 
 

19 現在の焼却炉から排出される煙の濃度
は住民に対して説明されていますか。私
共は全く知りません。 
今回新設される煙の濃度は国の基準以
下で尚かつ見た目も匂いもクリーンで
あってほしい。 

現今治クリーンセンターにおける排ガスの
自主規制値は、国の大気汚染防止法等の規制基
準より厳しい基準値を採用しており、その数値
は準備書p.2-27 に示したとおりです。なお、
現今治クリーンセンターの排ガス濃度等の維
持管理状況については、今治市役所クリーンセ
ンター管理課のホームページで掲載していま
す。 
新ごみ処理施設においては、現今治クリーン
センターよりもさらに厳しい自主規制値とし
ており、当然、国の大気汚染防止法等の規制基
準を大幅に下回る基準となっています。 
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意見の概要 都市計画決定権者の見解 

 

20 バグフィルタが破れた場合にどのよう
に検出し対応するのか。 

排ガスについては、ばいじん量等を自動計測
しております。万が一バグフィルタが破れた場
合には、ばいじん量が上昇するため、本施設の
中央制御室で即座に検知できます。 
基準値を超過した場合には、速やかに焼却炉
を緊急停止させ、原因の究明と対策を講じま
す。 
 

21 効率的な輸送方法の確立、とあるがこ
の広くなった今治市で一施設にわざわ
ざ集めるために輸送すること自体が非
常に非効率で環境に負荷を与えると考
えられる。 

現今治クリーンセンターでは、陸地部で発生
する可燃ごみを処理してきており、ごみの搬入
に関し特段の非効率、環境面での負荷は生じて
おりません。 
島しょ部からのごみの搬入に際しては、市民
へのサービス水準を落とさずに対応すること
を前提としながら、効率性、経済性、環境負荷
等の観点から検討をしてまいります。 
また、将来に亘って複数のごみ処理施設を整
備運営するより、1施設に集約し整備・運営を
行う方が、効率的かつ経済的であり、運搬距離
の増加による環境負荷を考慮してもなお、小規
模施設の複数運転に比べ環境負荷の面で有利
であると考えられます。 
 

22 搬入する道路もできる限り迂回してい
ただきたい。 

廃棄物運搬車両の走行ルートについては、準
備書p.2-25、p.2-26 に示したとおり、国道 196
号及び県道今治丹原線を経由するルートとし
ます。なお、国道 196 号からの進入路は、現在、
整備中の市道喜田村新谷線を経由するものと
しています。 
 

23 工事工程遅れに伴う早朝・夜間工事は
行わないでください。 

早朝及び夜間には、著しい騒音・振動を伴う
工事は原則、実施しません。 
 

24 埋設廃棄物は過去に今治市が埋め立て
た一般廃棄物です。県が過去の埋立を把
握していないはずありません。 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に
よれば、このような土地を利用するため
には、今治市は埋設廃棄物の状況を県に
報告し、県の指定を受けたうえで、利用
が可能であるか判断を受けることにな
っています。しかし、このような手続き
が行われた事実はありません。 
 

対象事業実施区域内にある埋設廃棄物につ
いては、本市が過去に埋め立てたものでありま
すが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規
定が適用される最終処分場等の区域ではなく、
指定区域の対象ではありません。 
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25 今治市自身が埋め立ててきた埋設廃棄
物の実態を徹底的に調査すべきです。建
設予定地以外の埋設廃棄物について、な
ぜ調査をしないのか。 

本環境影響評価は、対象事業実施区域におい
て新ごみ処理施設を整備する際の環境に与え
る影響を調査、予測及び評価し、適切な環境保
全措置を講ずるため、行っているものであり、
対象事業実施区域外の調査は実施いたしませ
ん。対象事業実施区域外の、現今治クリーンセ
ンター付近についても、過去に埋められた廃棄
物が存在する可能性がありますが、その範囲及
び埋設量は未確定です。今後、必要に応じて調
査を実施してまいります。 
なお、現時点では、埋設廃棄物は十分な覆土
がされており、人が直接摂取することがないこ
と、市営町谷団地は上水道が完備されており、
地下水の飲用が確認されていないことから、生
活環境への影響はないと考えておりますが、当
分の間、地下水水質を継続的に監視してまいり
ます。 
 

26 新ごみ処理施設の建設にあたって、埋
設廃棄物の除去するに当り 14 億もの費
用を要する上に、その廃棄物をどこに持
っていくのか？ 

対象事業実施区域内の埋設廃棄物について
は、土壌汚染対策法と廃棄物の処理及び清掃に
関する法律に基づき対策工法を検討し、全量を
掘削・除去することが安全・安心の確保に繋が
るとともに、費用としても経済的であることか
ら、これを選定したものです。搬出された埋設
廃棄物等については、分析を行いその結果に応
じ、場外の適切に処理、処分ができる施設に搬
出することを想定しています。 
 

27 埋設廃棄物の掘り起こし作業は、予測
し得ないガスの突出事故、地下水汚染の
恐れがある。今治市は掘り起しに伴う安
全対策について、一切の住民説明会を開
催していない。 

埋設廃棄物等対策工事については、準備書ｐ
2-37 に記載のとおりであり、また、掘削除去
に際しての環境保全措置と予測結果について
は、地下水、悪臭等のそれぞれの項目において
準備書に記載しています。また、工事の概要や
掘削に伴う地下水の環境保全措置等について
は、5月に開催した説明会に於いてご説明をさ
せていただくとともに、ご質問等に対しては、
これまでにもお答えをしてきたところです。
工事にあたっては、土壌汚染対策法、廃棄物
の処理及び清掃に関する法律をはじめ、関連す
る諸法令及び各種マニュアル等を遵守し、必要
な環境保全対策と安全対策をした上で工事を
実施します。なお、工事の開始前には、具体的
な工事内容についてお知らせをいたします。
 

２．環境影響評価項目の選定に関する意見 
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意見の概要 都市計画決定権者の見解 

28 環境影響評価項目に累積的影響や不確
実性を有する項目を入れるべきであ
る。30 年以上も稼働する焼却施設である
ことから、アセスの限られた実施期問で
の影響予測(評価)では、施設がもたらす
環境影響の全体像は捉えられないから
である。 
「累積的影響」のうち、汚染物質の環
境中での蓄積や汚染の複合化による影
響についても、環境影響評価項目に含め
るべきである。 
 

本環境影響評価での項目は、「愛媛県環境影
響評価技術指針」のごみ焼却施設に係る参考項
目を基本に、本事業が影響を受けるおそれがあ
る環境要素について、地域の特性を考慮し、ま
た、環境影響評価方法書に対する知事意見を勘
案して、適切に選定しております。 
累積的な影響については、有害物質（ダイオ
キシン類）の土壌沈着が考えられるため、土壌
汚染の項目において検討しております。 

３．調査，予測及び評価に関する意見 
 (1)  大気質 

29 降下ばいじんの調査地点 No.1 は、鹿ノ
子池公園駐車場で測定している。ばいじ
んは現クリーンセンター直下にも降下
するので、ここを調査地点に加えるこ
と。その理由は方法書に対する住民意見
にある「車、洗濯物の汚れ、アルミサッ
シの錆がひどい、木立の枯れ、空気の汚
れが目立つ」に対し、健康に有害な物質
や粉じんは排出していないと回答して
いるからである。そして、回答の根拠が
No.1 鹿ノ子池公園駐車場となっている
からである。 

本環境影響評価での現地調査における調査
地点は、平成 23 年 8 月に公告・縦覧した環境
影響評価方法書を基に、平成 24 年 1 月にいた
だいた愛媛県知事意見を勘案して、技術的な検
討を加え、適切に選定しております。方法書で
は、対象事業実施区域で 1地点選定することと
しておりましたが、現地調査実施時点では未買
収であり、造園畑として利用されていたことか
ら、対象事業実施区域と市道を挟んで向かい合
う「鹿ノ子池公園駐車場」で調査を実施してい
ます。 
当該調査地点では、降下ばいじんのほか、一
般環境大気質として硫黄酸化物（二酸化硫黄）、
窒素酸化物（一酸化窒素、二酸化窒素）、浮遊
粒子状物質、ダイオキシン類、塩化水素の測定、
地上気象のうち日射量、放射収支量、上層気象
の調査を実施しております。 
また、当該調査地点は、現今治クリーンセン
ターの敷地境界から西側約 100mのところに位
置する、現今治クリーンセンター直近の地点で
す。 
当該調査地点の大気質に係る調査結果によ
れば、現今治クリーンセンターの稼働に伴う著
しい影響は認められておりません。 
 

30 新ごみ処理施設からの排ガスの最大着
地点付近は、施設を起点として、西南西
側 600ｍ程度の比較的近傍に出現し、ダ
イオキシン類、塩化水素などの付加率が
高くなると予測しています。この辺り
（森の前・土居地籍）は、年間を通して
接地逆転層が頻ぱんに出現し、山ろくへ
と続く、ゆるやかな地形を呈していて、

本施設からの施設の稼働（排ガス）による影
響については、長期平均濃度（年平均値）を予
測するとともに、排ガス濃度が短期的に高濃度
になるおそれがある条件として、大気安定度不
安定時、上層逆転層発生時（リッド状態）、接
地逆転層崩壊時（フュミゲーション）、ダウン
ウォッシュ発生時、接地逆転層非貫通時の 5
ケースについて短期濃度（1時間値）の予測を
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もっとも深刻な健康被害を発生しやす
い条件にあります。しかし、これらの地
域に関しては、新ごみ処理施設の影響に
ついて、何ひとつ説明されていません。

行っております。その予測及び評価の結果は、
環境影響評価準備書p.5.1-55～p.5.1-79 及び
p.5.1-82～p.5.1-86、p.5.1-93～p.5.1-98 に
示したとおりであり、いずれの場合も、環境基
準等に基づき設定した評価の指標を下回ると
考えております。 

31 天候によっては予測とは異なる状況が
発生します。すぐ横に住居があります
が、基準を超える汚染物質が影響しない
か評価してください。 

一般に、煙突からの排ガスは、いったん上空
に吹き上げられてから拡散するため、施設の直
近よりも離れた地点で高い濃度が出現しやす
くなります。 
排ガス濃度が短期的に高濃度になるおそれ
がある条件として、大気安定度不安定時、上層
逆転層発生時（リッド状態）、接地逆転層崩壊
時（フュミゲーション）、ダウンウォッシュ発
生時、接地逆転層非貫通時の 5ケースについて
短期濃度（1時間値）の予測を行っております
が、いずれの場合も、環境基準等に基づき設定
した評価の指標を下回っており、基準を超える
大気汚染物質が着地することはないと判断し
ております。 
 

32 ごみ焼却場のような公害が予測される
施設建設の場合は、人家に隣接している
ため排煙による悪影響は免れない。直接
人体被害は及ばないとしても潜在的な
要因になることは否定できない。 

33 当該地域の大気環境の影響評価にあた
っては、 
・ダウンウォッシュ、ダウンストーム
の発生時間調査 
・排ガスの徹底的な検査(立上り・立
下り、埋火時、不完全燃焼も含め) 
・周辺地域に対する降下物の検査 
・土壌のダイオキシン類や重金属類の
濃度分布、 
・住民の生活環境影響及び健康調査 
・住民の頭髪の重金属類の検査 
・動植物の生態学、生理学的な調査 
等の手段を併用して、より詳細な評価
を行うべきであるが、これらの調査は行
われていない。 

対象事業実施区域周辺の大気質の調査、予測
及び評価に当たっては、「愛媛県環境影響評価
技術指針」（平成 11 年 5 月 28 日愛媛県告示第
739 号）、「廃棄物処理施設生活環境影響調査
指針」(平成 18 年 9 月、環境省大臣官房廃棄物・
リサイクル対策部)等を参考に、長期平均濃度
（年平均値）を予測するとともに、排ガス濃度
が短期的に高濃度になるおそれがある条件を
想定し、予測を行っております。 
強風時に発生するダウンウォッシュについ
ては、煙突からの吐出速度の 1/2 以上（風速
10.0m/s以上）のときに発生する条件で予測を
行っておりますが、1年間の現地調査では、毎
正時 10 分間の平均風速が 10m/sを超えること
はありませんでした。 
焼却炉の立ち上げ時に十分温度が上昇して
いない段階でごみを投入したり、焼却炉に未燃
ごみがある状態で焼却炉を停止させるとダイ
オキシン類が発生しやすくなるため、そのよう
なことが生じないよう、運転管理上十分留意す
ることとしております。 
周辺地域に対する降下物については、降下ば
いじんとして調査を行っているほか、浮遊粒子
状物質についても測定を行っております。その
結果、周辺の大気質に異常は確認されておりま
せん。 
土壌中のダイオキシン類や重金属類につい
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ては、対象事業実施区域の周辺 5地点で測定を
行っており、特段、異常は認められておりませ
ん。 
なお、焼却施設の大気質の予測・評価に当た
って、周辺住民の健康調査等を実施したり、動
植物の生態学、生理学的な調査は、上記技術指
針等にも記載されていないことから、不要と判
断しております。 
 

34 現クリーンセンターの施設から出る煙
害によって周囲の樹木が枯れ、直下の住
宅へのばいじんの付着が目視できる。新
焼却場の環境影響評価を行う前に、現ク
リーンセンターの環境影響評価を行わ
なければならない。 

現今治クリーンセンターからの排ガスによ
る周辺の樹木の立ち枯れ、住宅等へのばいじん
の付着は、本環境影響評価及び本市の運営管理
において認められておりません。 
大気質の調査においては、現今治クリーンセ
ンターが稼働している状況で周辺地域での調
査を実施しておりますが、測定結果に特段の異
常は認められておりません。 
 

35 6-2 接地逆転層崩壊時において塩化水
素が評価の指標を上回ったとあり、対策
としてごみピット内でクレ-ンによる十
分なごみの撹絆を行い、燃焼を安定化さ
せ、塩化水素の排出濃度をできる限り低
く抑えるとあるが、こんなことは通常の
ごみ焼却で行うことであり、特別なこと
ではない。塩化水素を抑制する具体的な
手法を示すこと。 

塩化水素については、乾式法（バグフィルタ
前段で薬剤を吹き込み、反応生成物をバグフィ
ルタにより捕集し、塩化水素を除去する方法）
により排ガス処理し、自主基準値を下回るもの
とします。 
塩化水素の当初の予測においては、接地逆転
層崩壊時において塩化水素の着地濃度がわず
かに評価の指標を上回りましたが、公害防止基
準(自主基準値)における塩化水素の排出濃度
を 50ppmから 40ppmに変更することにより、予
測評価の結果は指標値を下回ります。さらに、
ごみの燃焼を安定化させ、塩化水素の濃度をで
きる限り低く抑えることとします。 
 

36 既に 50 年以上稼働中の焼却施設が存
在する例は他に類を見ないことで、生物
濃縮の観点から、仮に有害物質の排出が
環境基準を満たしていたとしても、非常
に長期間のことであり、甚だ危険である
と考える。このことに対し、調査方法や
調査地点、データの評価も含めて極めて
不十分である。 

大気汚染に係る環境基準は、動物に対する暴
露実験や人の健康に対する医学的・疫学的研究
等の成果を基に、十分に科学的・客観的な観点
から吟味され、さらに望ましい環境の質という
政策的な判断も加味され、設定されたもので
す。また、大気汚染防止法等に基づく排出規制
は、環境基準を達成するために、個々の排出源
に対して設定されているものです。 
人の健康の保護及び生活環境の保全の観点
から環境基準を本環境影響評価における評価
の指標とするのは適切であると考えます。 
 

 (2)  騒音 
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37 近接した人家に対し、騒音被害を与え
る恐れがある。 

施設の稼働に伴う騒音の評価結果は、準備書
p.5.2-44 に示すとおりであり、対象事業実施
区域の敷地境界上の最大となる地点で昼間
（8:00～19:00）50 デシベル、朝、夕、夜間で
は 42 デシベルであり、騒音規制法に基づく「特
定工場等において発生する騒音の規制に関す
る基準」に準拠して設定した評価の指標を満足
します。 
また、供用開始後には、事後調査を実施し、
当該施設の稼働による騒音が評価の指標を遵
守できているか否かを調査します。 
 

 (3)  悪臭 

38 悪臭調査地点として、半径 4km の範囲
に No.1～5 の地点が挙げられているが、
それぞれの観測点の設定の理由が全く
説明されていない。施設との関連でなぜ
この 5地点が設定されたのか、説明を求
めたい。 

本環境影響評価での現地調査における悪臭
の調査地点は、平成 23 年 8 月に公告・縦覧し
た環境影響評価方法書を基に、平成 24 年 1 月
にいただいた愛媛県知事意見を勘案して、技術
的な検討を加え、適切に選定しております。
調査地点No.1「鹿ノ子池公園駐車場」は、施
設の稼働（排ガス）に伴う悪臭及び施設の稼働
（施設からの漏洩）に伴う悪臭の現況把握のた
めに設定した地点です。 
調査地点No.2～No.5 については、施設の稼
働（排ガス）に伴う悪臭の現況把握のために設
定した地点です。 
これら調査地点は、本施設及び現今治クリー
ンセンターの周囲の状況を万遍なく把握でき
るよう、風向・風速、周辺の土地利用等を勘案
して、設定しました。 
 

39 鹿ノ子池公園は以前はよく利用してい
たが、公園であるにもかかわらず、異臭
がしてとても不快であった。現クリーン
センターの脇を通ると悪臭がする。 

本環境影響評価での現況調査結果（平成 24
年、2月、5月、7月、8月、9月、10 月に実施）
のうち、現今治クリーンセンター直近の地点で
あるNo.1「鹿ノ子池公園駐車場」においては、
臭気指数はいずれも 10 未満、特定悪臭物質 22
物質の濃度はいずれも定量下限値未満でした。
また、現今治クリーンセンターで毎年夏季に
行っている特定悪臭物質の測定結果では、平成
21 年度にアセトアルデヒドが検出（0.006ppm）
された以外は、すべて定量下限値未満でした。
本施設からの漏洩に伴う悪臭の影響を低減
させるため、施設内の負圧化による臭気漏洩防
止、プラットホームで入り口へのエアカーテン
の設置、可燃ごみ処理施設のごみピット内空気
の引き込み・高温分解（燃焼脱臭）、リサイク
ルセンターにおける脱臭装置による脱臭、必要
に応じた消臭剤の散布を行うなどの環境保全
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措置を行います。 
 

40 埋設廃棄物の掘削・除去に伴う悪臭調
査は、「対象事業実施区域の敷地境界」
だけで実施されることになっている。な
ぜ、近くの民家や団地などへの影響を評
価しないのか。掘削中に致死性の有害ガ
スが出ないという理由は何処にもない。

悪臭防止法においては、規制基準は敷地境界
で適用されていることに倣い、埋設廃棄物対策
等工事中の調査においては、対象事業実施区域
の敷地境界で行うこととしました。近傍の民家
や団地は、敷地境界よりも遠方にあり、臭気の
拡散・希釈が図られるため、敷地境界で評価す
ることは適切であると考えます。 
なお、埋設廃棄物の掘削・除去に伴い、メタ
ン、硫化水素の発生が想定されますが、埋設廃
棄物の掘削・除去は密閉された仮設テント内で
行うこと、仮設テント内の排気に際しては脱臭
装置を通過させ、脱臭処理してから排気するこ
とから、発生ガスによる周辺の生活環境への影
響は少ないと考えております。 
 

41 近接した人家に対し、悪臭の被害を与
える恐れがある。 

一般に、施設の供用に際しては、プラットホ
ーム等からの悪臭の漏洩が問題となりますが、
本施設では、施設内の負圧化による臭気漏洩防
止、プラットホームで入り口へのエアカーテン
の設置、可燃ごみ処理施設のごみピット内空気
の引き込み・高温分解（燃焼脱臭）、リサイク
ルセンターにおける脱臭装置による脱臭、必要
に応じた消臭剤の散布を行うこととしており、
近接した人家に、悪臭による被害を及ぼすこと
はないと考えております。 
 

 (4)  水質 

42 隣接する農業用灌漑池[鹿の子池]は
富田地区の稲田畑を潤す生命の水がめ
であるので水質検査が必要である。 

本環境影響評価での現地調査における水質
の調査地点は、平成 23 年 8 月に公告・縦覧し
た環境影響評価方法書を基に、平成 24 年 1 月
にいただいた愛媛県知事意見を勘案して、技術
的な検討を加え、適切に選定しております。 
なお、本事業においては鹿ノ子池を直接改変
することはないこと、鹿ノ子池に工事中及び施
設の稼働に伴う排水を行わないことから、鹿ノ
子池の水質調査は不要と考えます。 
 

 (5)  地下水 

43 5.6-5 において、平成 24 年 2 月及び平
成 25 年 2 月に、No.1 地点において地下
水環境基準を超過する総水銀が検出さ
れているとあるが、この事態への対応と
して No.1 周辺に地下水観測孔を設けモ

周辺地下水観測孔は、昭和 45 年の旧地形図
から想定される、現施設周辺からの地下水の流
下方向に設置しており、周辺地下水の水質の状
況については、把握できるものと考えており、
配置としては適切と考えます。 
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ニタリングしなければならない。さらに
本来地下水観測孔は 5.6-4 にある 5箇所
にとどめず、5.6-6 図 5.6.1-2 にある地
下水流動方向から、また 5.6-16 の洪積
層・沖積層から、5-13 図 5.5.2-3 の洪水
調整池から、建設予定地は谷地形を形成
しているので、予定地周辺に最低 20 箇
所以上観測孔を設けモニタリングしな
ければならない。 
 

44 地下水調査で基準の2.4倍の水銀が検
出されている。また、愛供自治会の調査
では鉛も検出されている。水銀について
は原因不明とされているが、自然由来と
は考えにくい。 

周辺地下水観測孔No.1 で地下水環境基準を
超過して検出された総水銀については、準備書
p.5.6-5 に記載したとおり、自然由来及び埋設
廃棄物由来の 2通りの要因が考えられますが、
現時点ではどちらとも断定できないと考えて
おります。 
 

45 新焼却施設建設予定地の埋設廃棄物
は撤去するが、民家の下にガスや汚水が
染み出していても一切対策は行わない
としている。 

市営町谷団地内の周辺地下水観測孔No.1 地
点において地下水環境基準を超過する総水銀
が検出されておりますが、その他の調査項目及
び下流方向にある観測井戸については、地下水
環境基準値を満足していること、また、市営団
地内には上水道が完備されており、地下水の飲
用は確認されていないことから、生活環境への
影響はないと考えております。 
また、市営町谷団地等において埋設廃棄物に
由来するガスが噴出したことは確認していま
せん。 
 

 (6)  土壌 

46 本報告書では、焼却灰が混入している
可能性は薄いとしていますが、この地に
は昭和 31 年から今治市の一般廃棄物を
処理する焼却炉が建てられ日量 23 トン
～30 トンのごみが燃やされていたそう
ですから、それらの焼却灰の処分がされ
たと考えるほうが自然ではないでしょ
うか。 
ダイオキシン類が全て基準値未満で
あれば焼却灰ではないという判断基準
はおかしいのではないかと思います。 
 

一般に、ダイオキシン類は水に溶けにくく、
土壌中ではあまり移動せず、土壌粒子に吸着さ
れております。 
準備書p.5.7-12 に示したとおり、廃棄物埋
設区域内でのボーリング試料を分析した結果、
一般土壌中の濃度と大きく変わらぬ濃度であ
ること、異性体の傾向として農薬由来であるこ
とが多いことから、焼却灰の混入している可能
性は少ないと考えております。 

47 新ごみ処理施設予定地の埋設廃棄物
の量を 15,300 ㎡と決めつけ、、埋設廃
棄物撤去に 14 億円かかると試算してい
るが、調査地点があまりにも少なすぎ
る。とても正確な数値とは思えない。埋

対象事業実施区域内の埋設廃棄物の量は、ボ
ーリング調査、電気探査の結果及び旧地形図を
参考に、埋設廃棄物等の埋設が想定される範囲
及び現況地盤等の縦横断図を作成し、分割した
断面の範囲ごとに断面図の面積と断面図間の
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設物が焼却灰なのかを含め、もっと詳細
なボーリング調査をするべき。 

距離の積により体積を算出し推定しました。ボ
ーリング調査については、概ね 30ｍメッシュ
で調査をしました。 
今後、土壌汚染対策法に基づく手続きとし
て、詳細調査を実施する予定です。その際、ボ
ーリング調査は 10ｍメッシュの精度とする見
込みです。 
 

48 過去の被害を厳格に調査し、土壌中の
重金属類、水銀、ダイオキシン類、鉛な
どの実態調査をお願いいたします。 

今後、土壌汚染対策法に基づく手続きとし
て、詳細調査を実施する予定です。詳細調査に
おいては、今回の埋設廃棄物調査において検出
された有害物質を対象に測定分析を行います。
 

49 致死性の硫化水素が出ている以上、も
っと詳細（10ｍメッシュ程度）なボーリ
ング調査をするべきだと思います。 

今後、土壌汚染対策法に基づく手続きとし
て、詳細調査を実施する予定です。その際、ボ
ーリング調査は 10ｍメッシュの精度とする見
込みです。 
 

50 揮発性有機化合物など人体に有害な
化学物質群が放出されていないか調査
する必要がある。 

今回の埋設廃棄物調査において、土壌汚染対
策法に示される方法に準拠して、第 1種特定有
害物質（揮発性有機化合物）を対象として土壌
ガスの調査を行っており、いずれも不検出であ
ることを確認しております。したがって、今後
行う詳細調査では、揮発性有機化合物の測定分
析は不要と考えております。 
 

 (7)  動物 

51 新計画地域周辺で、メダカ、ドジョウ
等 6種の希少淡水魚種が確認された、と
あるが、それは具体的にどの地点か。当
該地区の埋設廃棄物の影響の少ない頓
田川周辺では、このデータの資料的価値
は低いと考えられる。また地点だけでは
なく、具体的な生息数や頻度といった具
体的数値が示されておらず、説明が不十
分でこの報告書自体資料的価値が乏し
いと考えられる。 
 

近年、環境影響評価図書においては、確認さ
れた重要な種の保護の観点から、乱獲、密猟等
の対象となることを避けるため、重要な種の確
認地点図は示さないこととしております。な
お、愛媛県環境影響評価審査会に対しては、科
学的・客観的な審査を受けられるよう、非公開
を前提として重要な種の確認位置図を提出し
ております。 

52 魚類や底生動物については本事業の実
施により、直接的な影響はなく、環境保
全措置を図ることにより、さらに影響は
低減されると考えられる、とあるが説明
が不十分で科学的根拠が示されておら
ず、理解することができない。 

魚類及び底生動物について、準備書p.5.8-53
において、直接的な影響がないとしている根拠
は以下のとおりです。 
① 本事業の実施により、その生息場所である
河川や、ため池を直接改変することはないこ
と。 
② 一部水路を改変するものの、重要な種の生
息地の改変という観点では限定的であるこ
と。 
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また、同じく環境保全措置とは、水質汚濁の
項で実施することとしている濁水対策（沈砂設
備の設置、水路の切り回し、法面早期緑化、養
生シートがけ等による濁水発生防止等）を指し
ております。 
 

 (8)  植物 

53 植物調査に関して、広葉樹・針葉樹の
生育状況の記述がない。全国的にマツ科
・ブナ科の樹木の衰退が広がっている
現実がある。樹木の衰退は環境汚染(大
気汚染・土壌汚染)の重要な指標である
から、環境影響評価項目からは外せない
と考える。 

本環境影響評価での植物に係る調査する情
報は、①植物（維管束植物）相及び植生の状況、
②植物の重要な種及び群落の分布、生育の状況
及び生育環境の状況としており、平成 23 年 8
月に公告・縦覧した環境影響評価方法書を基
に、平成 24 年 1 月にいただいた愛媛県知事意
見を勘案して、技術的な検討を加え、適切に選
定しております。 
広葉樹及び針葉樹の植生分布については、準
備書p.5.9-6～p.5.9-9 に記載しております。
なお、調査地域では重要な群落は確認されなか
ったことから、一般の樹林地の生育状況につい
ての記述は掲載しておりません。 
なお、植物調査の折、現今治クリーンセンタ
ー周辺では、マツ枯れやナラ枯れは確認されて
おりません。 
 

54 p.5.9-3 の植生調査地点 35 地点のう
ち、現クリーンセンターからの排ガス・
煤じんの影響があるであろう現施設直
下に地点が全くない。直ちに調査すべき
である。 

植生調査は、植物社会学的な手法により行う
もので、航空写真の判読により植生が確認され
た箇所にコドラート調査地点を設定していま
す。現今治クリーンセンターの直近は植生は少
なく、人工改変地が多いことから、コドラート
調査地点は設定していません。 
 

 (9)  景観 

55 景観写真は遠景の写真ばかりです。最
も近い住居からの景観を評価してくだ
さい。周辺住民に圧迫感を与えない施設
にしてください。 

景観の眺望点（視点場）については、環境影
響評価方法書に対する知事意見を踏まえ、町谷
集落を含む近景の地点として、「鹿ノ子池公園
グランド」、「町谷地区・新谷地区境界付近」、
「町谷公園」の 3点を選定しました。 
眺望景観の予測地点（フォトモンタージュの
作成地点）としては、近景地点の中から、視野
の広がりや景観資源との位置関係を踏まえ、本
施設の全景を見渡せる「町谷地区・新谷地区境
界付近」を選定しました。 
本施設は、現今治クリーンセンターよりも若
干標高の高い丘陵上に立地し、眺望景観に変化
を与えると予測しております。追加的に講じる
措置として、p.5.11-21 に示すとおり、建屋の
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ボリューム感の低減、建屋の色彩、配色、外壁
部材の質感（テクスチャー）の工夫を挙げてお
り、今後、特定される事業者の提案を踏まえ、
周辺の住民の皆様の視点から、圧迫感をできる
だけ減じられるよう努めてまいります。 
 

４．環境影響評価全般に関する意見 

56 現行の環境影響評価準備書の作成は、
事実上、事業実施の目途がついた後にな
されており、代替案との比較検討も閉ざ
されており、環境保全を懸念する市民の
意見が、事業実施の結論に影響を与える
ことがないのが現実であり、これでは環
境アセスの意味がなく、根本的に問題で
ある。 

現行の環境影響評価は、施設整備基本計画が
固まる等、当該事業の実施が概ね確定し、事業
を実施しようとする者が、あらかじめ、その事
業が環境にどのような影響を及ぼすかについ
て調査、予測、評価を行い、その結果を公表し
て、住民や行政の意見を聴きながら、環境の保
全の観点からより適正な配慮を行うことによ
り、環境と開発との調和を図っていくための制
度です。したがって代替案の比較検討は行って
おりません。 
 

57 影響評価項目の決定過程に、地元市民
や市民が推薦する科学者・法律家、第三
者機関などを参画させることで、客観性
・科学性・公正性を担保すべきではな
いか。 

環境影響評価項目の選定は、「愛媛県環境影
響技術指針」のごみ焼却施設に係る参考項目を
基本に、影響を受けるおそれがある環境要素に
ついて、地域の特性を考慮して選定しており、
準備書p.4-１～p.4-8 に示すとおりです。「愛
媛県環境影響評価技術指針」に準拠した本環境
影響評価の結果は、客観的かつ科学的な内容に
なっていると考えております。 
なお、愛媛県の環境影響評価制度において
は、有識者等から成る環境影響評価審査会にお
いて審査を受けることから、客観性、科学性、
公正性は担保されていると考えております。
 

58 この準備書は余りにも独善的で推進派
に都合の良いものである、としか言いよ
うがなく、またその内容も科学的根拠に
乏しく、かつ資料的価値の低いものであ
る、としか考えられない。 

59 環境影響評価とは、施設の稼動によっ
て環境中にどのような影響が及ぶかを
調査し、評価するものであり、順調な施
設の稼動の場合だけではなく、事故が起
きた時の影響についてもあらかじめ推
測する必要があると考える。事業者の都
合の良い状況ばかり考えていると万が
一の場合に対応することはできないで
あろう。 

「愛媛県環境影響評価技術指針」において
は、予測の対象路する時期、期間又は時間帯に
ついては、「工事の完了後又は土地若しくは工
作物の供用開始後の定常状態になる時期及び
影響が最大になる時期（最大になる時期を設定
することができる場合に限る。）、工事の実施
による環境影響が最大になる時期その他の予
測に適切かつ効果的であると認められる時期、
期間又は時間帯」とされており、事故が生じた
場合を想定するものではないと理解しており
ます。 
事故や災害等が生じた場合には、それらによ
る環境への影響を生じさせないよう、施設を安
全に停止させることが求められます。本施設に
おいては、緊急対応マニュアルを作成し、事故
や災害に備えるものとします。 
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60 環境影響評価準備書の公告に伴い縦覧
の結果、準備書としての体裁は整えてい
るように見えるが、実態は、既設の他の
稼働施設からの実情や数値を参考にし
て公害発生の蓋然性についても規制値
や理論値が先行し、当地の特殊性が配慮
されていないことが多く見受けられる。

本環境影響評価に際しては、事業特性の他、
対象事業実施区域及びその周辺の地域特性を
踏まえ、特に埋設廃棄物が存在することを勘案
した環境影響要因の設定、隣接地で現今治クリ
ーンセンターが稼働していることを勘案した
調査地点等の選定等、本事業の特殊性に配慮し
た環境影響評価項目の選定、調査、予測及び評
価の手法の選定を行っております。 
 

61 このアセスメントが埋設廃棄物問題
と、すでに 50 年存在し続けている焼却
施設のある同じ場所にさらに焼却施設
を建設しようとしている問題を、一緒に
評価しようとしているところが問題だ
と考えます。今回は特に 80 年にもわた
って同じ地に焼却施設を造ることにな
ろうかという、前代未聞の重要なアセス
メントであり、通り一遍の評価ではその
役目を果たすとは考えられません。 

現今治クリーンセンターの稼働に伴う環境
影響については、大気質、悪臭、土壌の項目で
調査を実施し、特段の影響は生じていないこと
を確認しています。 
また、埋設廃棄物については、悪臭、水質、
地下水、土壌、廃棄物等の項目において、調査
結果を明らかにし、埋設廃棄物を掘削・除去す
る際の課題、それらに対して講じる環境保全措
置を検討しております。 
それらに加え、本施設を整備する際の環境影
響を検討しています。 
本施設を整備するに当たり必要と考えられ
る環境面での検討を、本環境影響評価において
実施していると考えております。 
 

62 過去 50 年間焼却場が、周辺に及ぼした
悪影響を調べずして、正確な環境影響評
価ができるのか疑問に思います。 

63 本事業はＤＢＯ方式により実施し、今
後、決定される民間事業者の実施設計に
より、施設の配置、建物の規模、排出諸
元等が現段階での設定と異なることが
考えられるとあるが、これでは民間事業
者の都合のよい施設になる。また、施設
の稼働に係る大気質、騒音、振動、悪臭
について事後調査し予測との整合性を
検討するとあるが、自由度の高い、この
方式では整合性がとれなくなるのでは
ないか。とれない場合はどう対処するの
か。 

本環境影響評価は、将来的に事業者を構成す
る可能性があるプラントメーカー等への参考
見積徴集、ヒアリング等に基づき施設諸元を設
定し、予測条件の蓋然性を高めておりますが、
今後、特定された事業者による最終的な設計内
容との間に若干の差異が生じることは否めま
せん。 
この差異は、事業者が特定され、実施設計が
進み、施設の設置届に添付される生活環境影響
調査書において整合を図るとともに、最終的に
は事後調査において、整合性を検討することと
なりますが、特定事業者を公募する入札公告に
際して公表される要求水準書において、求めら
れる施設の能力や仕様、遵守しなければならな
い公害防止基準等を明らかにしており、応募す
る特定事業者は、これらの条件を満たすことか
ら、事後調査等において整合が図れなくなるよ
うなことは生じないと考えております。 
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64 ごみ処理施設の処理能力と現在、将来
の人口の増減を正確に割り出さない限
り処理施設の環境影響評価は正確性を
欠くのではないか。 

本施設の処理能力は、第 2次「一般廃棄物（ご
み）処理基本計画」（平成 24 年 3 月策定）に
おいて、本市の将来的な人口減少を考慮して予
測した平成 30 年度におけるごみ排出量を基に
算出しています。ベースとなる将来の人口は、
平成 23 年 3 月策定の「今治市総合計画」にお
ける将来推計人口の増減率を採用しており、信
頼できる数値と考えております。 
 

65 周辺住民の健康被害調査等を実施せず
に、環境影響評価を行うのはおかしい。

現今治クリーンセンターの稼働に伴う環境
影響については、大気質、悪臭、土壌の項目で
調査を実施し、特段の影響は生じていないこと
を確認しています。 
また、愛媛県環境影響評価技術指針等にも記
載されていないことから、不要と考えておりま
す。 
 

５．説明会の開催，事業及び準備書の周知に関する意見 

66 まず地域に対する説明会をした上で意
見を求めるべきではないのですか？ 

愛媛県環境影響評価条例に基づき、環境影響
評価準備書の内容を周知するため、平成 25 年
5月 17日(金)及び 18日(土)にそれぞれ説明会
を開催いたしました。17 日(金)については、
地元町谷部落内にある「老人ふれあいの家」を
説明会場としました。また、18 日(土)は市の
中心部に近い今治市総合福祉センター「愛らん
ど今治」を説明会場としました。 
 

67 説明会を多く行い資料を配付してくだ
さい。 

愛媛県環境影響評価条例に基づき、環境影響
評価準備書の内容を周知するため、平成 25 年
5月 17日(金)及び 18日(土)にそれぞれ説明会
を開催いたしました。説明会は、市民の皆様に
多く出席していただくため、平日の夜間と休日
の昼間で設定しました。 
説明会では、全 20 ページからなるパンフレ
ットを配布しております。 
なお、説明会で配布したパンフレットは、今
治市ホームページにおける新ごみ処理施設整
備事業に関するサイトからダウンロードして
いただくことができます。 
 

68 全市民に情報を開示し、理解を得るこ
とが大事であると思う。 

本事業については、市民の皆さんの関心度が
高いことから、広報やホームページを活用して
事業計画及び環境影響評価の内容の周知に努
めてきたところです。 
今後とも、手続きや事業や進捗状況について
は、市の広報やホームページを活用するなどし
て、近隣住民や市民の皆様に広くお知らせして
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いきたいと考えています。 
 

69 愛供自治会では、ごみ焼却施設の操業
に異を唱え続けてきましたが、市は愛供
自治会を無視し差別してきました。各種
説明（現焼却施設の 5年間の延長及び新
焼却施設の建設について）も行われる事
なく、資料も配布されておりません。 

今治市の焼却施設は、昭和 30 年代の初代清
掃工場時代から、地元町谷部落の皆様と協議を
行い、ご理解・ご協力をいただくことによって、
これまで当地域で整備・運営されてきました。
これまでの経緯や市と地元部落との関係等
を踏まえ、新ごみ処理施設の件につきまして
も、対象事業実施区域が存する地元町谷部落に
ご協力をお願いし、17 万市民のためやむを得
ず同意する旨のたいへん重くありがたい回答
をいただきました。 
愛供自治会については、町谷部落との協議と
並行して、初期の段階からご説明の機会を持た
せていただきました。しかしながら、自治会長
さんと協議の上、設定をしておりました最初の
説明会は一方的に中止を通知され、2度目の説
明会では地区外の方も含め会場外での抗議行
動により、1 名の方しかご出席いただけず、平
成 22 年 12 月にようやく 3 度目の説明会を設
定させていただきました。その後も、愛供自治
会代表者の方からのご質問やご要望について
は、説明や対応をさせていただいているところ
でございます。 
 

６．その他の意見 

70 今治市焼却施設建設計画はさまざまな
問題を抱え市民の厳しい批判が集中し
ている。これらの問題について、県の審
査会がどのような議論を経てどのよう
な判断を知事に答申するか、今治市民や
県民が注目するところである。 
今治市の現クリーンセンターについて
は、市の情報の開示をめぐって抗告裁判
が係争中である。新ごみ処理施設建設の
事業資金についても監査請求を求めて
いる。さらに、半世紀を越える劣悪な焼
却炉群による汚染の継続、ずさんな環境
影響評価に対し新ごみ処理施設の安全
性を問う裁判も予定している。 
市民の多くは、本審査会が行政手続及
び技術上の第三者機関としての機能を
発揮できるのか、それとも、東京電力福
島第一原子力発電所の事故でクローズ
アップされた「ムラ社会」の一員にすぎ
ない機関として、無批判に今治市の事業

本市としましては、今後とも法令等に基づ
き、適切に作業を進めて参りますとともに、事
業の計画や進捗状況については、市の広報やホ
ームページを活用するなどして、近隣住民や市
民の皆様に広くお知らせしていきたいと考え
ています。 
なお、審査会に対する意見については、本市
としましては回答を控えさせていただきます。
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計画を受け入れ本環境影響評価報告書
がもつ矛盾を見抜けないまま「事業の実
施」に同意するのかを注目している。 
本審査会の判断が、後日、「委員の社
会性の欠如」「専門家としての思い上が
り」「現場に立たない傲慢さ」が環境影
響評価書の欺瞞を見抜けなかったなど
と、別の専門家や市民によって法廷で厳
しく断罪されることがないよう期待す
るものである。 
審査会はすべての議事を公開し、必要
に応じて、市民をはじめ関係者の意見を
求めるなどの場を設定すべきである。 
 

71 今治市には、桜井地区、沖浦にも、一
般廃棄物と産業廃棄物の深刻な汚染地
域が存在している。この問題も今治市が
環境政策やごみ処理政策をないがしろ
にしてきた結果であり、この地域の問題
解決も市民にとって重大である。これま
で放置してきた問題を解決する姿勢
を、今治市行政は市民に示すべきであ
る。 
 

桜井、沖浦地区の今治一般廃棄物最終処分場
については、下流域における人の健康及び生活
環境への影響はないと判断しています。現時点
では、沖浦地区最終処分場整備等方針検討委員
会の報告に基づき、廃止に向けた管理を行って
おり、継続的なモニタリングを実施していま
す。 

 


